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ラーケーションについて 

 

春の暖かさが心地よい季節となりました。日頃より、本校の教育活動につきまして、御
理解、御協力をいただきありがとうございます。 

先日、教育委員会からお知らせがあったとおり、本年度からラーケーション制度が導入
されます。ラーケーションとは、学び（ラーニング）と休暇（バケーション）を組み合わ
せた造語であり、平日に校外等で生徒が保護者と共に興味、関心に応じた学びを行う日で
す。ラーケーションを取得した日は「欠席」にならず、「出席停止扱い」となります。詳し
くは、添付しました教育委員会作成のチラシを御覧ください。なお、本校においてラーケ
ーションを取得できない日をお知らせいたしますので、御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定期健康診断】 

年度初めに行われる保健に関わる検診等の日にラーケーションを取得された場合
は、保護者の皆様に医療への受診対応をお願いする場合があります。 

  【学習の補完】 

    欠席した日の授業内容は、家庭での自主学習で補うようにしてください。 

  【給食費】 

    欠席した日の給食費返金は行われません。 

  【安全管理】 

    ラーケーション活動中の事故等に対し、「日本スポーツ振興センター」の災害共済
給付金制度は適用されませんので御注意ください。 

  

 

曳馬小学校において、ラーケーションを取得できない日 

【行事】 

・始業式、終業式、運動会、修了式（全校） 

・林間学校（5 年生のみ） 

・修学旅行、卒業式（6 年生のみ） 

【その他】 

  ・各学年の校外学習 

 

※取得できない日に欠席する場合は、出席停止扱いとはなりません。 

曳馬小学校 

主幹教諭 鈴木 謙誌 

【電話】053-471-4201 


